
○加須市子どものトワイライトステイ事業実施要綱 

平成２６年２月２１日 

告示第４９号 

改正 平成２８年１月１９日告示第２０号 

改正 平成２８年１０月２８日告示第３７０号 

加須市子どものトワイライトステイ事業実施要綱（平成２２年加須市告示第

２３号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、保護者が仕事等の事由によって、家庭における平日の夜

間又は休日に子どもの養育が困難となった場合に、その子どもを児童福祉施

設において養育するための事業（以下「子どものトワイライトステイ事業」

という。）を実施することにより、幼児又は児童及び家庭の福祉の向上を図

ることを目的とする。 

（平成２８告示２０・一部改正） 

（対象児童等） 

第２条 子どものトワイライトステイ事業の対象となる幼児又は児童（以下「対

象児童等」という。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 加須市に住所を有する３歳以上の幼児 

（２） 加須市に住所を有し、市内の小学校に在学している児童 

（３） その他市長が必要と認める者 

（平成２８告示２０・一部改正） 

（利用の要件） 

第３条 子どものトワイライトステイ事業は、対象児童等の保護者が、次の各

号のいずれかに該当し、かつ、他に対象児童等を養育する者がいないと市長

が認めたときに行うものとする。 

（１） 就学又は就労するとき。 

（２） 疾病、出産等により、入院、加療又は療養を要するとき。 

（３） 親族を介護し、又は看護するとき。 

1 



（４） 冠婚葬祭に出席するとき。 

（５） その他市長が必要と認めたとき。 

（平成２８告示２０・追加） 

（実施施設） 

第４条 子どものトワイライトステイ事業を実施する施設は、対象児童等に対

して適切な処遇が確保される施設として、あらかじめ市長が指定した児童福

祉施設とする。 

（平成２８告示２０・旧第３条繰下） 

（養育時間及び内容） 

第５条 子どものトワイライトステイ事業における１日の養育時間は、次に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める時間とし、その間に生活指導、食事の提

供等を行うものとする。 

（１） 平日 降園時又は学校終了時から午後９時まで 

（２） 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１８

号）に規定する休日及び市長が必要と認める日 午前８時３０分から午後

９時まで 

（平成２８告示２０・追加） 

（実施期間） 

第６条 市長は、子どものトワイライトステイ事業の実施期間の決定に当たっ

ては、利用者と協議の上決定するものとする。ただし、市長が必要と認める

ときは、適切な範囲内でその期間を延長することができる。 

（平成２８告示２０・旧第５条繰下） 

（利用申請） 

第７条 子どものトワイライトステイ事業を利用しようとする対象児童等の保

護者（以下「申請者」という。）は、子どものトワイライトステイ事業利用

（新規・延長）申請書（様式第１号）を利用しようとする日の５日前までに

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、第６条ただし書の規定による延長について準用する。 
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（平成２８告示２０・一部改正） 

（利用の許可又は却下） 

第８条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、対象児童等、

第３条に規定する利用の要件、申請者の属する世帯の区分対象者（別表第１

に規定する利用者の属する世帯の区分対象者に相当するものをいう。）その

他市長が必要と認める事項の審査をした上で利用の許可又は却下の決定を行

い、子どものトワイライトステイ事業利用（新規・延長）許可・却下決定通

知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（平成２８告示３７０・一部改正） 

（施設利用） 

第９条 前条の規定により利用の許可を受けた申請者（以下「利用者」という。）

は、利用時に前条に規定する決定通知書の写しに健康カード（様式第３号）

を添えて児童福祉施設の長（以下「施設長」という。）に提出しなければな

らない。 

（辞退届） 

第１０条 利用者は、第２条及び第３条に規定する要件に適合しなくなったと

き、又は利用を辞退しようとするときは、速やかに子どものトワイライトス

テイ事業利用辞退届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（平成２８告示２０・一部改正） 

（利用者負担） 

第１１条 利用者は、別表第１に掲げる利用者の属する世帯の区分に応じ、同

表に定める額を負担するものとする。 

２ 利用者は、前項に規定する負担額を施設長に直接納入しなければならない。 

（請求） 

第１２条 施設長は、事業実施に要した費用を別表第２に掲げる基準に基づき、

子どものトワイライトステイ事業請求書（様式第５号）により市長に請求す

るものとする。 

（支払） 
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第１３条 市長は、施設長から前条の規定による請求があったときは、３０日

以内に支払うものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第２０号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第３７０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表第１（第１１条関係） 

（平成２８告示２０・全改） 

利用者の属する世帯の区分対象者 利用者負担額（１日当たり） 

平日夜間預かり 休日預かり 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯 

０円 ０円 

市民税非課税世帯 ３００円 １，０００円 

その他の世帯 ７５０円 ２，７５０円 

別表第２（第１２条関係） 

（平成２８告示２０・全改） 

利用者の属する世帯の区分対象者 利用者負担額（１日当たり） 

平日夜間預かり 休日預かり 

生活保護法による被保護世帯 １，５００円 ５，５００円 

市民税非課税世帯 １，２００円 ４，５００円 

その他の世帯 ７５０円 ２，７５０円 
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様式第１号（第７条関係） 

（平成２８告示２０・一部改正） 

様式第２号（第８条関係） 

（平成２８告示２０・一部改正） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第１０条関係） 

様式第５号（第１２条関係） 
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